
２０２５年度第１回東北大学医療安全監査委員会報告書 

 

 

 国立大学法人東北大学医療安全監査委員会規程第２条第１項に基づき、監査を実施しま

したので、以下のとおり報告します。 

 

 

１．監査の方法 

 国立大学法人東北大学医療安全監査委員会規程第２条第１項に基づき、東北大学病院に

おける医療安全に係る業務の状況について、以下のとおり管理者等からの報告・説明の聴

取を行い、また、現場を巡視することによって現状を確認することにより、監査を実施し

た。 

 

・日 時：２０２５年９月２９日（月）１４：２５～１６：１０ 

・場 所：３号館７階共用会議室  

・委員長：島村 弘宗（国立病院機構仙台医療センター医療安全管理室長） 

・委 員：阿部 玲子（東北公済病院看護部長） 

・委 員：佐藤 裕一（弁護士法人杜協同法律事務所代表社員弁護士） 

・委 員：富田 有一（東北医科薬科大学病院事務部部長） 

・委 員：阿部 佐智子（がん患者会・サロンネットワークみやぎ副代表） 

 

２．監査の内容及び結果 

○東北大学病院の医療安全について 

Ⅰ．医療安全推進室の業務 

以下の項目について説明があった。 

（１）医療に関する安全管理指針、医療安全管理体制 

（２）前回監査時の指摘事項への対応 

（３）医療安全推進室の活動 

 

Ⅱ．医薬品安全管理室の業務 

以下の項目について説明があった。 

   （１）医薬品安全管理室の業務 

（２）未承認等医薬品の分類 

（３）未承認等医薬品の管理体制 

（４）未承認等医薬品の使用状況 

（５）未承認等医薬品の使用状況の情報収集 



（６）医薬品安全管理室の取り組み 

 

Ⅲ．医療機器安全管理室の業務 

以下の項目について説明があった。 

（１）医療機器安全管理に係る体制 

（２）従事者に対する安全使用のための研修 

（３）保守点検の計画策定と実施 

（４）安全使用のための情報収集 

（５）医療機器安全管理室の取り組み 

 

Ⅳ．医療放射線安全管理室の業務 

以下の項目について説明があった。 

（１）医療放射線安全管理室の体制と業務 

（２）職員研修 

（３）線量の管理と記録 

 

Ⅴ．その他 

なし。 

 

○院内巡視 

    薬剤部の巡視を行い、業務内容や実施状況を確認した。 

 

 ３．総括 

 

管理者等からの報告・説明の聴取を行った結果、医療安全に関して概ね適正な管理が

なされていたと認める。Ｇｏｏｄ Ｊｏｂ賞の効果の表れか、レベルゼロインシデント

報告が増えており、このことは職員の医療安全に対する意識の高まりと考えられ、非常

に良い取り組みである。上手くできたことの共有も大事であり、継続してほしい。 

 

薬剤部は多くの人が出入りする環境下で、オーダから患者に届くまで幾つものチェ

ックがあり、行き届いた薬品の管理ができていることを確認した。 

 

ハラスメントは、医療安全とは別のもののように考えられる傾向があるが、ハラスメ

ントによって就労環境が悪化するということは医療安全に直結するため、病院全体と

してハラスメントが起こらない体制を検討されたい。 

 



 

                    ２０２５年１０月３１日 

                        東北大学医療安全監査委員会 

                          委員長  島村 弘宗 


